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民
主
党
参
議
院
議
員
会
長
の
農
地
転
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
三
月
十
二
日
、
教
育
者
の
経
歴
を
も
つ
輿
石
民
主
党
参
議
院
議
員
会
長
が
、
自
宅
と
し
て
使
用
し
て
い
る
土
地
の
一
部

を
、
農
地
の
無
断
転
用
を
禁
じ
る
農
地
法
な
ど
に
違
反
し
て
車
庫
、
庭
、
舗
装
路
な
ど
に
使
用
し
、
塀
で
囲
っ
て
い
る
こ
と
が

報
道
に
よ
り
判
明
し
た
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

今
回
の
輿
石
民
主
党
参
議
院
議
員
会
長
の
農
地
法
違
反
問
題
に
対
し
、
鳩
山
内
閣
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
し
て
対
応

し
て
き
た
か
。

二

相
模
原
市
農
業
委
員
会
よ
り
、
再
三
に
わ
た
り
行
政
指
導
を
受
け
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
違
法
状
態
が
解
消
さ
れ
な
い

こ
と
を
、
鳩
山
内
閣
は
ど
う
考
え
る
か
。

三

報
道
な
ど
に
よ
れ
ば
、
違
反
転
用
部
分
の
土
地
は
、
実
際
に
は
宅
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
宅
地
よ

り
低
い
税
額
と
さ
れ
る
農
用
地
と
し
て
課
税
さ
れ
、
本
来
納
め
る
べ
き
固
定
資
産
税
の
百
分
の
一
程
度
し
か
納
め
て
い
な
い

と
聞
く
。
つ
ま
り
、
実
質
的
に
は
殆
ど
脱
税
を
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
鳩
山
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

今
回
の
輿
石
民
主
党
参
議
院
議
員
会
長
の
行
為
は
、
農
業
関
係
者
の
信
頼
を
損
ね
、
農
業
や
土
地
に
関
す
る
ル
ー
ル
破
り

一



を
奨
励
す
る
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鳩
山
内
閣
の
見
解
如
何
。
ま
た
、
民
主
党
代
表
で
あ
る
鳩
山
総
理
と
し
て
輿

石
氏
に
対
す
る
処
分
は
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


